
『子ども・子育て支援新制度』の

保護者説明会を開催します

とき　１月23日㈮午後６時30分から
ところ　市民文化センター　　　　
※事前申し込みは不要です

とわだ産品情報

市役所からのお知らせ

子ども・子育て支援新制度がスタートします
　新制度では、幼稚園や保育所などを利用する保護者の手続きの方法が一部変わります。
今月号では、「新しい制度の仕組み」、来月号では「利用施設・利用手続きの詳細」についてお知らせします。

✿利用には、認定が必要です
区分 １号認定 ２号認定 ３号認定

対象 満３歳以上で、教育を希望 満３歳以上で、保育を希望 満３歳未満で、保育を希望

利用施設
・幼稚園 （※1）
・認定こども園（教育）

・保育所
・認定こども園（保育）

・保育所
・認定こども園（保育）
・地域型保育

保護者の条件
（いずれかに該
当すること）

　なし
月48時間以上の就労／妊娠・出産・育児休業中／保護者の病気や障
害／親族の看護・介護／災害復旧／求職活動／就学　など

（※１）新制度に移行しない幼稚園の場合は認定不要です

✿利用手続きの流れ

施設と
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施設へ
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利用調整

✿利用者負担
　新制度における保育料などの利用者負担については、保護者の所得に応
じて、市が決定します。

問福祉課子育て支援係☎516717

　12月６日、「おいしい十和田キッズソムリエ～子どもやさ
い楽校～」の最終講座が行われました。
　子どもたちは、これまで学習したことを思い出しながら認
定試験に挑戦し、９人全員が見事合格しました！
　合格したキッズソムリエには、認定証と、ファーストス
テージ（１年目）にはスカーフ、セカンドステージ（２年
目）にはエプロンが手渡されました。
　子どもたちは早速イオンスーパーセ
ンター十和田店と道の駅とわだぴあで、
「やさい新聞」を進呈し、また、「十
和田産野菜おすすめカード」をお客さ
まに配ってＰＲ活動を行いました。

十和田づくしフェア開催
　11月19～21日の３日間、東京都千代田
区の「あおもり北彩館」で、「十和田づく
しフェア」を開催しました。
　フェアには、十和田おいらせミネラル野菜
や十和田にんにくラーメンなど全24品、6
事業者が出展。ぼけしらずネギの生産者が
おいしい野菜の選び方や、おすすめの食べ
方を教え、十和田産品の魅力を紹介しまし
た。店頭は十和田一色となり、十和田産品
を買い求める人々でにぎわいを見せました。

とわだ産品販売戦略課 検索索問とわだ産品販売戦略課とわだ産品販売戦略課☎516743☎516743

　これからも好奇心
やチャレンジする気
持ちを忘れず、これ
から出会うたくさん
の人に十和田の野菜
の魅力を伝えてくだ
さいね。

４期生が誕生し活動開始！
おいしい十和田キッズソムリエ

とととととと

十
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